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6月号の内容 

1. お知らせ  2. 理事長挨拶   

3. 駐車場の契約更新手続きとローテーションの中止  4．担当理事連絡   

5 特別委員会報告   
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お 知 ら せ 

★ 駐車場ローテーション中止のお知らせ 

例年７月に実施しています「駐車場ローテーション」は、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため、本年度は中止といたします。 

 

詳細は本号の「駐車場の契約更新手続きとローテーションの中止」をご参

照ください。 
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理事ご挨拶 
理事長 日並 克 

 

本年度理事長に就任しました日並です。一言ご挨拶させていただきます。 

組合員の皆様におかれましては、自粛生活いかにお過ごしでしょうか。も

はやマスクがワードローブの一つとして、必須アイテムになっています。し

かしながらこのマスクが夏場は、ムレムレでシャレにもならず困ったもので

す。 

さて、例年の理事長挨拶と言えば、建設的で前向きな言葉や施政方針を示

されていますが、私には、全くそのようなことを申し出せないことをご容赦

願います。任された理事長の職を全う出来るのかさえ、いささかの不安の胸

中でありますが、出来る限り精進してまいりますので、よろしくお願い申し

上げます。 

私は、この団地に移りすみ２５年ほど経ちますが、このあたりの景色は一

変してしまいました。人や車の往来も増えましたし、何より素晴らしかった

景観が失われてしまったことは本当に残念です。さらに住宅価格は、購入時

の半分以下の価値に成り下がる非情、思うことは不満ばかりでありますが、

慣れ親しんだこともありどこかで愛着も感じる次第です。  

今年は、大規模修繕の囲いが取れ、暗い部屋で過ごす憂鬱な日々から解放

されたと思いきや、新型コロナウイルスによる自粛が始まりました。行動の

自由をはく奪されひたすら我慢の日々、経済も回らず企業も活動停止で体力

も限界、リストラの嵐。もし、第二波が長期に渡るものになれば今度こそ経

済どん底です。別の要因で死亡者が増えてしまいます。願わくはこの時期に

大震災が重ならないこと。そしてここから新型コロナウイルスについてです

が、今後の変異で毒性と感染力が増したものに変異することが予想されてい

ます。厄介な事に、このウイルスの症状が人それぞれ。感染力を持ちながら

無症状感染者が多数存在していたり、重症肺炎で亡くなったり、ウイルス保

菌期間が１か月以上ととても長期である事、一度かかってもまたすぐに感染

してしまうなど従来の常識からは逸脱したウイルスです。さらに危惧されて

いることは、ウイルスの早い変異にワクチンの対応が追い付くことはないこ
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と。変異して型が違えば効き目は弱く当然感染します。 

この状況の中ではいずれ当団地からも感染者が出ることも予想されます。

来るべく時に私達は冷静に対応したいものです。二次、三次の感染が起きぬ

よう迅速な対策を各自取っていただくことも肝要です。感染者が出た時点で、

団地外への往来は自粛し、更なる拡散を防ぐことは責務です。さらに感染者

に対して誹謗中傷は絶対に行わないことも大切です。共に助け合い情報を共

有してこそ、このウイルスに打ち勝つ手段だと思います。今年は一にも二に

も新型コロナウイルスとどう対峙してゆくか、自己防衛、自己責任、係り方

など我々に与えられた大きな試練です。各会合や催し物などもリスクを十分

に考慮し管理運営して行かねばなりません。組合活動にご理解とご協力のほ

どよろしくお願いいたします。今年も当団地の管理組合の皆様が良い年であ

りますことを願ってやみません。 

皆様の日々のお力添えに感謝いたします。 

これからもお互いを尊重し、感謝の気持ちを持ち合いましょう。 
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駐車場の契約更新手続きとローテーションの中止 

 

ご承知のように、新型コロナウイルス疫病が拡大し、「三密」の回避、ソー

シャルディスタンスの確保などが求められ、関係方面から活動の自粛が要請

されています。 

 

1. 駐車場のローテーションは、中止します。 

 

2. 駐車場契約更新手続き 

 

・契約書第 12条により、1カ年更新とします。 

・駐車場番号は、従前と同じとなります。 

・新契約書の発行は、致しません。 

 

3. 2台目自動車の駐車場契約更新手続き 

 

この場合は、新契約を締結する必要があります。7月 1日（水）より

7日（火）まで、受付を行います（用紙は管理事務所にあります）。 

なお、駐車場番号は、原則として、従前と同じとなります。 

 

4. 上記以外の駐車場所の変更等につきましては、随時、管理事務所窓口

にて受け付けております。 

（駐車場所変更の場合は、駐車場契約の更新が必要になります。〈契約

更新の用紙は管理事務所にあります。〉） 

 

 

＜参考＞空き駐車場番号（6月 1日現在） 

 

22、60、71、72、113、115、124、126、129、135、172、173、175 

 

  



5 

担当理事連絡 

【植栽担当理事】 

第一回の草取りはお知らせ済みですが、中止とさせていただきました。 

第二回の草取りは昨年同様、外部への委託（松村園芸）となります。７月

末を予定しておりますが、第三回の草取りが未定（新型コロナウイルスによ

る自粛）であるため日程等を検討中です。確定次第、広報つるまきにてお知

らせいたします。これに伴い「車の移動」をお願いする方々が出てまいりま

す。詳細は、期日が近づきましたら、各棟の掲示板にてお知らせいたします。 

ご協力をお願いいたします。 

 

 

【環境・ごみ担当理事】 

◎  6月の資源回収日 

6月資源回収日は、6月 8日（月）、6月 22日（月）となっております。 

※前日には絶対に出さないで下さい。 

なお、７月より回収業者からの連絡で、第 4月曜日の月 1回となります。 

 

 

 

 

 

 

6月のごみカレンダーを掲示致します。 

 

  

○資源回収品目 

 ・新聞、雑誌、雑紙   

・古布（カーペット、布団、綿入り製品、ぬいぐるみ製品を除く） 

 ・ダンボール、牛乳パック（内側が銀色・茶色を除く） 
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◎  新型コロナウイルス感染症対策としてのごみの捨て方 

多摩市、環境省より、新型コロナウイルス感染症対策として、感染した場

合や感染の疑いがある場合のごみの捨て方の資料が来ましたので掲載し

ます。 
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特別委員会報告 

 

【緑の会】 活動報告 

5 月は新型コロナウイルスによる自粛に伴い、野外活動は中止としていま

したが、6月からは従来通り第１日曜日及び第 3日曜日に再開いたします。

くれぐれも新型コロナウイルス・熱中症に注意していただきますようお願い

いたします。マスクの着用もお願いいたします。 

当日は、植栽倉庫前に 9:30に集合して頂き正午解散です。 

また、降雨時は翌週に順延いたします。 

 

 

【花の会】 活動報告 

6月の植替え作業はコロナの心配があるので行ないません。７月に集まっ

て作業が可能であれば行なう予定です。 

 

 

 

 


